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(57)【要約】
【課題】ドライブアイコン表示装置に接続されたドライ
ブに対応した最適なアイコンを画面に表示するとともに
、ユーザが操作対象とするドライブを容易に特定するこ
とができるドライブアイコン表示装置を提供する。
【解決手段】本発明のドライブアイコン表示装置は、ド
ライブが接続されたことを検知するドライブ接続検知部
と、前記ドライブのドライブ識別情報を取得するドライ
ブ識別情報取得部と、前記ドライブが前記専用アイコン
を格納しているか否かを判定するドライブ識別情報判定
部と、前記ドライブが専用アイコンを格納していると判
定した場合は、前記ドライブから専用アイコンを取得し
、前記ドライブが専用アイコンを格納していないと判定
した場合は、前記ドライブアイコン表示装置に予め格納
されている規定アイコンを取得するアイコン取得部と、
前記取得した専用アイコンまたは規定アイコンのいずれ
かを画面に表示する表示部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認識したドライブのアイコンを表示するドライブアイコン表示装置であって、
　前記ドライブが接続されたことを検知するドライブ接続検知部と、
　前記ドライブの形式を示す情報であって、かつ前記ドライブを示すシンボルである専用
アイコンを前記ドライブが格納しているか否かを示すアイコン格納情報を含むドライブ識
別情報を取得するドライブ識別情報取得部と、
　前記アイコン格納情報に基づいて、前記ドライブが前記専用アイコンを格納しているか
否かを判定するドライブ識別情報判定部と、
　前記ドライブが専用アイコンを格納していると判定した場合は、前記ドライブから専用
アイコンを取得し、前記ドライブが専用アイコンを格納していないと判定した場合は、前
記ドライブアイコン表示装置に予め格納されているアイコンのうち、前記ドライブの形式
に対応した規定アイコンを取得するアイコン取得部と、
　前記取得した専用アイコンまたは規定アイコンのいずれかを画面に表示する表示部とを
備える、ドライブアイコン表示装置。
【請求項２】
　前記取得した専用アイコンを採用するか否かをユーザに確認させるアイコン確認部と、
　前記アイコン確認部の確認結果に基づいて、前記専用アイコンを採用しない場合、前記
専用アイコンとは別の新専用アイコンを作成するアイコン作成部とを、さらに備え、
　前記表示部は前記専用アイコンに代えて前記新専用アイコンを画面に表示することを特
徴とする、請求項１に記載のドライブアイコン表示装置。
【請求項３】
　前記作成した新専用アイコンを前記ドライブに供給することを特徴とする、請求項２に
記載のドライブアイコン表示装置。
【請求項４】
　ドライブアイコン表示装置が認識したドライブのアイコンを表示するドライブアイコン
表示方法であって、
　前記ドライブが接続されたことを検知するドライブ接続検知ステップと、
　前記ドライブの形式を示す情報であって、かつ前記ドライブを示すシンボルである専用
アイコンを前記ドライブが格納しているか否かを示すアイコン格納情報を含むドライブ識
別情報を取得するドライブ識別情報取得ステップと、
　前記アイコン格納情報に基づいて、前記ドライブが前記専用アイコンを格納しているか
否かを判定するドライブ識別情報判定ステップと、
　前記ドライブが専用アイコンを格納していると判定した場合は、前記ドライブから専用
アイコンを取得し、前記ドライブが専用アイコンを格納していないと判定した場合は、前
記ドライブアイコン表示装置に予め格納されているアイコンのうち、前記ドライブの形式
に対応した規定アイコンを取得するアイコン取得ステップと、
　前記取得した専用アイコンまたは規定アイコンのいずれかを画面に表示する表示ステッ
プとを実行する、ドライブアイコン表示方法。
【請求項５】
　前記取得した専用アイコンを採用するか否かをユーザに確認させるアイコン確認ステッ
プと、
　前記アイコン確認ステップの確認結果に基づいて、前記専用アイコンを採用しない場合
、前記専用アイコンとは別の新専用アイコンを作成するアイコン作成ステップとを、さら
に実行し、
　前記表示ステップは前記専用アイコンに代えて前記新専用アイコンを画面に表示するこ
とを特徴とする、請求項４に記載のドライブアイコン表示方法。
【請求項６】
　前記作成した新専用アイコンを前記ドライブに供給するアイコン供給ステップを、さら
に実行する、請求項５に記載のドライブアイコン表示方法。
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【請求項７】
　ドライブと、認識した前記ドライブのアイコンを表示するドライブアイコン表示装置と
を備える、ドライブアイコン表示システムであって、
　前記ドライブは、
　　前記ドライブの形式を示す情報であって、かつ前記ドライブを示すシンボルである専
用アイコンを前記ドライブが格納しているか否かを示すアイコン格納情報を含むドライブ
識別情報と、前記専用アイコンとを格納するメモリと、
　　前記ドライブアイコン表示装置からのドライブ識別情報の要求に基づいて、前記ドラ
イブのドライブ識別情報を前記メモリから抽出するドライブ識別情報抽出部と、
　　前記ドライブアイコン表示装置からの専用アイコンの要求に基づいて、前記ドライブ
の専用アイコンを前記メモリから抽出する専用アイコン抽出部とを備え、
　前記ドライブアイコン表示装置は、
　　前記ドライブが接続されたことを検知するドライブ接続検知部と、
　　前記ドライブに対して前記ドライブ識別情報を要求して、前記ドライブ識別情報を取
得するドライブ識別情報取得部と、
　　前記アイコン格納情報に基づいて、前記ドライブが前記専用アイコンを格納している
か否かを判定するドライブ識別情報判定部と、
　　前記ドライブが専用アイコンを格納していると判定した場合は、前記ドライブに対し
て前記専用アイコンを要求して、前記専用アイコンを取得し、前記ドライブが専用アイコ
ンを格納していないと判定した場合は、前記ドライブアイコン表示装置に予め格納されて
いるアイコンのうち、前記ドライブの形式に対応した規定アイコンを取得するアイコン取
得部と、
　　前記取得した専用アイコンまたは規定アイコンのいずれかを画面に表示する表示部と
を備える、ドライブアイコン表示システム。
【請求項８】
　前記ドライブアイコン表示装置は、
　　前記取得した専用アイコンを採用するか否かをユーザに確認させるアイコン確認部と
、
　　前記アイコン確認部の確認結果に基づいて、前記専用アイコンを採用しない場合、前
記専用アイコンとは別の新専用アイコンを作成するアイコン作成部とを、さらに備え、
　前記表示部は前記専用アイコンに代えて前記新専用アイコンを画面に表示することを特
徴とする、請求項７に記載のドライブアイコン表示システム。
【請求項９】
　前記ドライブアイコン表示装置は、前記作成した新専用アイコンを前記ドライブに供給
し、
　前記ドライブは、前記ドライブアイコン表示装置から供給された前記新専用アイコンを
、前記メモリに格納することを特徴とする、請求項８に記載のドライブアイコン表示シス
テム。
【請求項１０】
　ドライブアイコン表示装置が認識したドライブのアイコンを表示するドライブアイコン
表示方法を、ドライブアイコン表示装置に実行させるためのコンピュータで読み取り可能
なドライブアイコン表示プログラムであって、
　前記ドライブが接続されたことを検知するドライブ接続検知ステップと、
　前記ドライブの形式を示す情報であって、かつ前記ドライブを示すシンボルである専用
アイコンを前記ドライブが格納しているか否かを示すアイコン格納情報を含むドライブ識
別情報を取得するドライブ識別情報取得ステップと、
　前記アイコン格納情報に基づいて、前記ドライブが前記専用アイコンを格納しているか
否かを判定するドライブ識別情報判定ステップと、
　前記ドライブが専用アイコンを格納していると判定した場合は、前記ドライブから専用
アイコンを取得し、前記ドライブが専用アイコンを格納していないと判定した場合は、前
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記ドライブアイコン表示装置に予め格納されているアイコンのうち、前記ドライブの形式
に対応した規定アイコンを取得するアイコン取得ステップと、
　前記取得した専用アイコンまたは規定アイコンのいずれかを画面に表示する表示ステッ
プとを実行させる、ドライブアイコン表示プログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のアイコン表示プログラムを記録した媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、認識したドライブのアイコンを表示するドライブアイコン表示装置に関し、
より特定的には、当該ドライブアイコン表示装置に接続されたドライブの最適なアイコン
を表示するドライブアイコン表示装置、方法、システム、プログラム、及び媒体に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ドライブアイコン表示装置は、例えば、ＩＤＥ、ＳＡＴＡ、ＳＣＳＩ、ＵＳＢ
、およびネットワークなどの接続形態によって接続されたドライブを認識する。これらの
ドライブには、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、記録型ＤＶＤ／ＢＤドライブ、ＵＳ
Ｂメモリ、ＤＶＤ／ＢＤレコーダ、デジタルビデオカメラ、およびデジタルスチルカメラ
などがある。ドライブアイコン表示装置は、これらのドライブを認識すると、ドライブア
イコン表示装置が予め格納しているアイコンのうち、それぞれのドライブに対応したアイ
コンを画面に表示する。例えば、ドライブアイコン表示装置は、内蔵のハードディスクド
ライブ、記録型ＤＶＤ／ＢＤドライブ、およびＵＳＢメモリなどの形式に応じて、ローカ
ルディスク、ＤＶＤ－ＲＡＭ、およびリムーバブルなどを示すアイコンを画面に表示する
。
【０００３】
　ドライブアイコン表示装置の画面には、ドライブアイコン表示装置に接続されているド
ライブに対応したアイコンが表示されるため、ドライブアイコン表示装置に接続されてい
るドライブを操作する場合、ユーザは、操作対象とするドライブを容易に特定することが
できる。そして、ユーザは、操作対象とするドライブのアイコンを操作することによって
、ドライブアイコン表示装置に接続されているドライブを操作する。
【０００４】
　また、ドライブアイコン表示装置に外部機器や拡張カードなどが接続された場合、ハー
ドウェアと、ファームウェア、ドライバ、オペレーティングシステム、およびアプリケー
ションなどとが自動的に協調し、機器の組み込みと設定などを自動的に行う、いわゆるプ
ラグアンドプレイが行われる。
【０００５】
　図８は、従来のドライブアイコン表示装置とドライブとのプラグアンドプレイの様子を
示すシーケンス図である。図８において、ドライブアイコン表示装置は、接続されたドラ
イブの形式を示すドライブ識別情報を取得するために、Ｉｎｑｕｉｒｙコマンドを実行す
ることによって、当該ドライブにドライブ識別情報要求を送信する。ドライブアイコン表
示装置からのドライブ識別情報要求を受信したドライブは、当該ドライブのドライブ識別
情報をドライブアイコン表示装置に応答する。このように、ドライブアイコン表示装置は
、接続されたドライブからのドライブ識別情報を取得する。そして、ドライブアイコン表
示装置は、予めドライブアイコン表示装置に格納されているアイコンから、取得したドラ
イブ識別情報に対応したアイコンを画面に表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－３０５６９６号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ドライブアイコン表示装置に予め格納されているアイコンは、オペレー
ティングシステムなどに設定されているものであって、ドライブアイコン表示装置は、ド
ライブアイコン表示装置に接続されるすべてのドライブに対応したアイコンを必ずしも格
納しているわけではない。このため、ドライブアイコン表示装置は、ドライブアイコン表
示装置に接続されたドライブに対応した最適なアイコンを画面に表示することができない
場合がある。
【０００８】
　例えば、記録型ＤＶＤ／ＢＤドライブでは、ドライブの機能としてはリムーバブルおよ
びＣＤ－ＲＯＭの形式を有している。ドライブアイコン表示装置に記録型ＤＶＤ／ＢＤド
ライブが接続された場合、ドライブアイコン表示装置からのドライブ識別情報要求を受信
した記録型ＤＶＤ／ＢＤドライブは、ＣＤ－ＲＯＭ形式を示すドライブ識別情報をドライ
ブアイコン表示装置に応答する。したがって、ドライブアイコン表示装置は、記録型ＤＶ
Ｄ／ＢＤドライブに対してＣＤ－ＲＯＭドライブを示すアイコンを画面に表示することに
なる。
【０００９】
　従来は、ドライブアイコン表示装置に接続されるドライブは、単機能であることしか想
定しておらず、それぞれの機能に応じたアイコンがドライブアイコン表示装置に予め格納
されていた。このため、現在のように、ドライブアイコン表示装置に複数機能を有するド
ライブが接続された場合であっても、接続されたドライブの代表的な形式に応じたアイコ
ンが表示されことになってしまう。
【００１０】
　また、将来、新しい形式のドライブが開発された場合も、ドライブアイコン表示装置に
搭載されているオペレーティングシステムに新しい形式のドライブに対応したアイコンが
設定されていないため、新しい形式のドライブを示す最適なアイコンを表示することがで
きない。
【００１１】
　さらに、ドライブアイコン表示装置がドライブアイコン表示装置に接続されたドライブ
に対応したアイコンを格納している場合であっても、ドライブアイコン表示装置に同一機
能を有する複数のドライブが接続され、または同一機能を複数有するドライブが接続され
ると、ドライブアイコン表示装置は当該機能に対応する同一のアイコンを画面に複数表示
する。このため、ユーザは、操作対象とするドライブを容易に特定することができないと
いう問題がある。なお、ユーザが任意の特定のアイコンを容易に突き止められる方法とし
て、複数のアイコンをグループ化してアイコンを管理する方法が開示されている（例えば
、特許文献１参照）。
【００１２】
　それ故に、本発明の目的は、ドライブアイコン表示装置に接続されたドライブに対応し
た最適なアイコンを画面に表示するとともに、ユーザが操作対象とするドライブを容易に
特定することができるドライブアイコン表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明のドライブアイコン表示装置は、認識したドライブ
のアイコンを表示するドライブアイコン表示装置であって、ドライブが接続されたことを
検知するドライブ接続検知部と、ドライブの形式を示す情報であって、かつドライブを示
すシンボルである専用アイコンをドライブが格納しているか否かを示すアイコン格納情報
を含むドライブ識別情報を取得するドライブ識別情報取得部と、アイコン格納情報に基づ
いて、ドライブが専用アイコンを格納しているか否かを判定するドライブ識別情報判定部
と、ドライブが専用アイコンを格納していると判定した場合は、ドライブから専用アイコ
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ンを取得し、ドライブが専用アイコンを格納していないと判定した場合は、ドライブアイ
コン表示装置に予め格納されているアイコンのうち、ドライブの形式に対応した規定アイ
コンを取得するアイコン取得部と、取得した専用アイコンまたは規定アイコンのいずれか
を画面に表示する表示部とを備える。
【００１４】
　好ましくは、取得した専用アイコンを採用するか否かをユーザに確認させるアイコン確
認部と、アイコン確認部の確認結果に基づいて、専用アイコンを採用しない場合、専用ア
イコンとは別の新専用アイコンを作成するアイコン作成部とを、さらに備え、表示部は専
用アイコンに代えて新専用アイコンを画面に表示することを特徴とする。
【００１５】
　さらに、好ましくは、作成した新専用アイコンをドライブに供給することを特徴とする
。
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明のドライブアイコン表示システムは、ドライブと、
認識したドライブのアイコンを表示するドライブアイコン表示装置とを備える、ドライブ
アイコン表示システムであって、ドライブは、ドライブの形式を示す情報であって、かつ
ドライブを示すシンボルである専用アイコンをドライブが格納しているか否かを示すアイ
コン格納情報を含むドライブ識別情報と、専用アイコンとを格納するメモリと、ドライブ
アイコン表示装置からのドライブ識別情報の要求に基づいて、ドライブのドライブ識別情
報をメモリから抽出するドライブ識別情報抽出部と、ドライブアイコン表示装置からの専
用アイコンの要求に基づいて、ドライブの専用アイコンをメモリから抽出する専用アイコ
ン抽出部とを備え、ドライブアイコン表示装置は、ドライブが接続されたことを検知する
ドライブ接続検知部と、ドライブに対してドライブ識別情報を要求して、ドライブ識別情
報を取得するドライブ識別情報取得部と、アイコン格納情報に基づいて、ドライブが専用
アイコンを格納しているか否かを判定するドライブ識別情報判定部と、ドライブが専用ア
イコンを格納していると判定した場合は、ドライブに対して専用アイコンを要求して、専
用アイコンを取得し、ドライブが専用アイコンを格納していないと判定した場合は、ドラ
イブアイコン表示装置に予め格納されているアイコンのうち、ドライブの形式に対応した
規定アイコンを取得するアイコン取得部と、取得した専用アイコンまたは規定アイコンの
いずれかを画面に表示する表示部とを備える。
【００１７】
　好ましくは、ドライブアイコン表示装置は、取得した専用アイコンを採用するか否かを
ユーザに確認させるアイコン確認部と、アイコン確認部の確認結果に基づいて、専用アイ
コンを採用しない場合、専用アイコンとは別の新専用アイコンを作成するアイコン作成部
とを、さらに備え、表示部は専用アイコンに代えて新専用アイコンを画面に表示すること
を特徴とする。
【００１８】
　さらに、好ましくは、ドライブアイコン表示装置は、作成した新専用アイコンをドライ
ブに供給し、ドライブは、ドライブアイコン表示装置から供給された新専用アイコンを、
メモリに格納することを特徴とする。
【００１９】
　上述したドライブアイコン表示装置およびドライブアイコン表示システムの各構成が行
うそれぞれの処理は、一連の処理手順を与えるドライブアイコン表示方法として捉えるこ
とができる。この方法は、一連の処理手順をコンピュータに実行させるためのプログラム
の形式で提供される。このプログラムは、コンピュータ読み取り可能な媒体に記録された
形態で、コンピュータに導入されてもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　上述のように、本発明によれば、ドライブアイコン表示装置に接続されたドライブに対
応した最適なアイコンを画面に表示するとともに、ユーザが操作対象とするドライブを容
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易に特定可能なドライブアイコン表示装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示システム１０００を示す図
【図２】本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示方法１００を示すフローチ
ャート
【図３】本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示装置１１００とドライブ１
２００とのプラグアンドプレイの様子を示すシーケンス図
【図４】本発明の第１の実施形態に係るＩｎｑｕｉｒｙコマンドのデータフォーマットを
示す図
【図５】本発明の第２の実施形態に係るドライブアイコン表示システム２０００を示す図
【図６】本発明の第２の実施形態に係るドライブアイコン表示方法２００を示すフローチ
ャート
【図７】新専用アイコンをドライブの専用アイコンとして表示するドライブアイコン表示
方法３００を示すフローチャート
【図８】従来のドライブアイコン表示装置とドライブとのプラグアンドプレイの様子を示
すシーケンス図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の各実施形態を、図面を参照しながら説明する。
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示システム１０００を示す
図である。図１において、ドライブアイコン表示システム１０００は、ドライブアイコン
表示装置１１００と、ドライブ１２００とを備える。
【００２３】
　ドライブアイコン表示装置１１００は、操作部１１０と、制御部１２０と、メモリ１３
０と、表示部１４０とを備える。さらに制御部１２０は、ドライブ接続検知部１２１と、
送受信部１２２と、ドライブ識別情報取得部１２３と、ドライブ識別情報判定部１２４と
、アイコン取得部１２５とを備える。制御部１２０は、操作部１１０からの指示、ドライ
ブ１２００への要求および応答、メモリ１３０、および表示部１４０との連携などに応じ
て各機能部を制御している。
【００２４】
　ドライブ１２００は、送受信部２２１と、ドライブ識別情報抽出部２２２と、専用アイ
コン抽出部２２３と、メモリ２３０とを備える。
【００２５】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示方法１００を示すフロー
チャートである。図２において、ドライブアイコン表示装置１１００は、ドライブ１２０
０に問い合わせをしながら、後述するようにステップＳ１１０～Ｓ１８０を実行する。
【００２６】
　先ず、ユーザがドライブアイコン表示装置１１００の操作部１１０を用いて、ドライブ
アイコン表示装置１１００がドライブアイコン表示方法１００を実行するように操作する
。なお、典型的には、ユーザがドライブアイコン表示装置１１００の操作部１１０を用い
て、ドライブアイコン表示装置１１００を起動させた際に、ドライブアイコン表示方法１
００の実行が開始される。
【００２７】
　ステップＳ１１０において、ドライブ接続検知部１２１は、ドライブアイコン表示装置
１１００にドライブ１２００が接続されたことを検知する。
【００２８】
　次に、ドライブアイコン表示装置１１００は、検知したドライブ１２００のドライブ識
別情報を以下の手順によって取得する。
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【００２９】
　ステップＳ１２０において、送受信部１２２は、Ｉｎｑｕｉｒｙコマンドを実行して、
接続されているドライブ１２００に対してドライブ識別情報要求を送信する。そして、送
受信部１２２は、ドライブ識別情報要求に対するドライブ識別情報応答をドライブ１２０
０から受信する。
【００３０】
　ここで、ドライブアイコン表示装置１１００とドライブ１２００とのドライブ識別情報
要求／応答について、詳しく説明する。図３は、本発明の第１の実施形態に係るドライブ
アイコン表示装置１１００とドライブ１２００とのプラグアンドプレイの様子を示すシー
ケンス図である。図３において、ドライブアイコン表示装置１１００は、Ｉｎｑｕｉｒｙ
コマンドを実行して、ドライブ１２００にドライブ識別情報要求を送信している（ステッ
プＳ１２１）。ドライブ１２００において、送受信部２２１はドライブ識別情報要求を受
信し（ステップＳ１２１）、ドライブ識別情報抽出部２２２は、ドライブ１２００のメモ
リ２３０に格納されているドライブ識別情報を抽出する。ドライブ１２００のドライブ識
別情報とは、例えば、記録型ＤＶＤ／ＢＤドライブなどのドライブの形式を示す情報など
である。
【００３１】
　なお、ドライブ識別情報には、ドライブ１２００の専用アイコンがドライブ１２００の
メモリ２３０に格納されているか否かを示すアイコン格納情報も含まれている。ここで、
ドライブ１２００の専用アイコンは、ドライブ１２００を示すシンボルとして適当なアイ
コンである。専用アイコンは、ドライブの製造時に製造元で予めドライブに格納していて
も構わないし、ユーザによって作成されたものをドライブに格納していても構わない。
【００３２】
　図４は、本発明の第１の実施形態に係るＩｎｑｕｉｒｙコマンドのデータフォーマット
を示す図である。ドライブ１２００の専用アイコンがドライブ１２００のメモリ２３０に
格納されていれば、アイコン格納情報を示すＢｙｔｅ「１」、Ｂｉｔ「０」の位置である
「ＰＩＤ」に「１」が設定されている。また、ドライブ１２００のドライブ識別情報抽出
部２２２がドライブ識別情報を抽出する際に、ドライブ１２００の専用アイコンがドライ
ブ１２００のメモリ２３０に格納されていることを認識して、「ＰＩＤ」に「１」を設定
しても構わない。
【００３３】
　なお、アイコン格納情報を示す領域は、Ｂｙｔｅ「１」、Ｂｉｔ「０」の位置に限定さ
れるものではなく、図４に示したデータフォーマットは一例であって、予約領域以外であ
れば、その他の位置にアイコン格納情報を示す領域を設けても構わない。
【００３４】
　このように、ドライブ１２００のドライブ識別情報抽出部２２２は、ドライブ１２００
のアイコン格納情報を含むドライブ識別情報を抽出して、送受信部２２１は、ドライブ識
別情報応答をドライブアイコン表示装置１１００に送信する（ステップＳ１２２）。
【００３５】
　ステップＳ１３０において、ドライブ識別情報取得部１２３は、ステップＳ１２０にお
いて受信したドライブ１２００のドライブ識別情報を取得する。
【００３６】
　ステップＳ１４０において、ドライブ識別情報判定部１２４は、ステップＳ１３０にお
いて取得したドライブ１２００のドライブ識別情報を判定する。具体的には、ドライブ識
別情報判定部１２４は、図４に示したＩｎｑｕｉｒｙコマンドのデータフォーマットにお
けるアイコン格納情報を示す「ＰＩＤ」を参照する。
【００３７】
　「ＰＩＤ」が「１」でない場合、ドライブ識別情報判定部１２４は、ドライブ１２００
の専用アイコンがドライブ１２００に格納されていないと判断し、ステップＳ１８０の処
理に進む（ステップＳ１４０のＮｏ）。ステップＳ１８０において、アイコン取得部１２
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５は、予めドライブアイコン表示装置１１０１のメモリ１３０に格納されているアイコン
から、ステップＳ１３０において取得したドライブ１２００のドライブ識別情報に基づい
て、ドライブ１２００の形式に対応した規定アイコンを取得し、ステップＳ１７０の処理
に進む。ステップＳ１７０において、表示部１４０は、ステップＳ１８０において取得し
た規定アイコンを画面に表示する。
【００３８】
　一方、「ＰＩＤ」が「１」である場合、ドライブ識別情報判定部１２４は、ドライブ１
２００の専用アイコンがドライブ１２００に格納されていると判断し、アイコン取得部１
２５はドライブ１２００の専用アイコンを以下の手順によって取得する（ステップＳ１４
０のＹｅｓ）。
【００３９】
　ステップＳ１５０において、送受信部１２２は、接続されているドライブ１２００に対
して専用アイコン要求を送信する。そして、送受信部１２２は、当該専用アイコン要求に
対する応答である専用アイコン応答をドライブ１２００から受信する。
【００４０】
　ここで、ドライブアイコン表示装置１１００とドライブ１２００との専用アイコン要求
／応答について、詳しく説明する。図３において、ドライブアイコン表示装置１１００は
、ドライブ１２００に専用アイコン要求を送信している（ステップＳ１５１）。ドライブ
１２００において、送受信部２２１は専用アイコン要求を受信し（ステップＳ１５１）、
専用アイコン抽出部２２３は、ドライブ１２００のメモリ２３０に格納されているドライ
ブ１２００の専用アイコンを抽出する。
【００４１】
　このように、ドライブ１２００において、専用アイコン抽出部２２３はドライブ１２０
０の専用アイコンを抽出して、送受信部２２１は抽出した専用アイコンをドライブアイコ
ン表示装置１１００に専用アイコン応答として送信する（ステップＳ１５２）。
【００４２】
　ステップＳ１６０において、アイコン取得部１２５は、ステップＳ１５０においてドラ
イブ１２００から受信したドライブ１２００の専用アイコンを取得する。
【００４３】
　ステップＳ１７０において、表示部１４０は、ステップＳ１６０において取得したドラ
イブ１２００の専用アイコンを画面に表示する。
【００４４】
　このように、ドライブ１２００がドライブ１２００の専用アイコンを格納している場合
、ドライブアイコン表示装置１１００はドライブ１２００の専用アイコンをドライブ１２
００から取得する。これにより、ドライブ１２００が記録型ＤＶＤ／ＢＤドライブであっ
て、記録型ＤＶＤ／ＢＤドライブに対応した最適なアイコンがドライブアイコン表示装置
１１００に格納されていない場合であっても、ドライブアイコン表示装置１１００は、記
録型ＤＶＤ／ＢＤドライブであるドライブ１２００の最適なアイコンを画面に表示するこ
とができる。
【００４５】
　以上のように、本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示システム１０００
およびドライブアイコン表示方法１００によれば、ドライブアイコン表示装置１１００に
接続されたドライブ１２００に対応した最適なアイコンを画面に表示することができ、ユ
ーザは操作対象とするドライブを容易に特定することができる。
【００４６】
　また、本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示システム１０００およびド
ライブアイコン表示方法１００によれば、将来、新しい形式のドライブが開発された場合
、ドライブアイコン表示装置に搭載されているオペレーティングシステムに新しい形式の
ドライブを対応させなくても、新しい形式のドライブを示す最適なアイコンを表示するこ
とができる。



(10) JP 2010-27037 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【００４７】
　＜第２の実施形態＞
　図５は、本発明の第２の実施形態に係るドライブアイコン表示システム２０００を示す
図である。本実施形態に係るドライブアイコン表示システム２０００の基本的な構成は、
本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示システム１０００と同様である。本
実施形態に係るドライブアイコン表示システム２０００は、ドライブアイコン表示装置１
１０１がアイコン確認部１２６およびアイコン作成部１２７を備えている点で、本発明の
第１の実施形態に係るドライブアイコン表示システム１０００と異なる。図５において、
図１に示した同様の構成については、同様の参照符号を付して詳細な説明は省略する。本
実施形態では、本発明の第１の実施形態と異なる点について詳しく説明する。
【００４８】
　本発明の第１の実施形態に係るドライブアイコン表示装置１１００は、アイコン取得部
１２５がドライブ１２００から専用アイコンを取得した場合、取得した専用アイコンをそ
のまま画面に表示していた。本実施形態では、当該専用アイコンを採用してそのまま画面
に表示するか、当該専用アイコンとは別の新専用アイコンを作成して画面に表示するかを
、ユーザが確認する。
【００４９】
　図６は、本発明の第２の実施形態に係るドライブアイコン表示方法２００を示すフロー
チャートである。図６に示したドライブアイコン表示方法２００は、本発明の第１の実施
形態で説明した図２のステップＳ１７０を改良し、詳細に示したものである。
【００５０】
　本実施形態に係るドライブアイコン表示装置１１０１は、本発明の第１の実施形態で説
明した図２に示したドライブアイコン表示方法１００のステップＳ１１０～Ｓ１６０を実
行し、ステップＳ１７０において、図６に示したドライブアイコン表示方法２００を実行
する。
【００５１】
　ステップＳ２１０において、アイコン確認部１２６は、図２のステップＳ１６０におい
て取得したドライブ１２００の専用アイコンを画面に表示する等して、当該専用アイコン
を採用するか否かをユーザに確認する。
【００５２】
　ステップＳ２２０において、ユーザは、ステップＳ２１０において確認要求された専用
アイコンを採用するか否かを判断する。
【００５３】
　当該専用アイコンを採用するとユーザによって判断された場合（ステップＳ２２０のＹ
ｅｓ）、ステップＳ２３０において、表示部１４０は、ステップＳ１６０において取得し
たドライブ１２００の専用アイコンをそのまま画面に表示する。
【００５４】
　一方、当該専用アイコンを採用しないとユーザによって判断された場合（ステップＳ２
２０のＮｏ）、ステップＳ２４０において、ユーザがマウスやキーボードなどの操作部１
１０を操作することによって、アイコン作成部１２７は、ドライブアイコン表示装置１１
０１に接続されるドライブ１２００の新専用アイコンを作成する。ここで、作成される新
専用アイコンは、新たに作成しても構わないし、確認要求された専用アイコンに基づいて
作成しても構わない。そして、ステップＳ２５０において、表示部１４０は、専用アイコ
ンに代えて、ステップＳ２４０において作成された新専用アイコンを画面に表示する。
【００５５】
　このように、ドライブアイコン表示装置１１０１は、ドライブアイコン表示装置１１０
１が取得したドライブ１２００の専用アイコンをユーザに確認させた上で、当該専用アイ
コンをそのまま採用して画面に表示するか、または当該専用アイコンとは別の新専用アイ
コンを作成して画面に表示する。
【００５６】
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　なお、ドライブに格納される専用アイコンがドライブの製造時に製造元で予め格納され
ている場合であって、ドライブアイコン表示装置１１０１に、同一製造元の同種のドライ
ブを複数接続した場合、それぞれドライブの専用アイコンは同一のものと想定される。こ
の場合、それぞれのドライブの新専用アイコンを作成すれば、同一の専用アイコンが画面
に表示されるということが回避できる。
【００５７】
　以上のように、本発明の第２の実施形態に係るドライブアイコン表示システム２０００
およびドライブアイコン表示方法２００によれば、ドライブアイコン表示装置１１０１に
接続されたドライブ１２００に対応した最適なアイコンを画面に表示することができ、ユ
ーザは操作対象とするドライブを容易に特定することができる。
【００５８】
　また、本発明の第２の実施形態に係るドライブアイコン表示システム２０００およびド
ライブアイコン表示方法２００によれば、ドライブの製造元で予め作成された専用アイコ
ンを採用せずに、ユーザが新専用アイコンを作成するため、個々のドライブに合わせてユ
ーザが特定しやすい最適なアイコンを画面に表示することができる。
【００５９】
　なお、ステップＳ２４０において作成された新専用アイコンをドライブ１２００のメモ
リ２３０に格納しても構わない。新専用アイコンをドライブ１２００のメモリ２３０に格
納すれば、次回、ドライブアイコン表示装置１１０１にドライブ１２００が接続された場
合、ドライブアイコン表示装置１１０１は、本発明の第１の実施形態で説明したドライブ
アイコン表示方法１００を実行して、ドライブ１２００の専用アイコンとして当該新専用
アイコンを取得し、画面に表示することができる。
【００６０】
　図７は、新専用アイコンをドライブの専用アイコンとして表示するドライブアイコン表
示方法３００を示すフローチャートである。
【００６１】
　図７に示したドライブアイコン表示方法３００は、図６のステップＳ２４０を改良し、
詳細に示したものである。
【００６２】
　ステップＳ３１０において、ユーザがマウスやキーボードなどの操作部１１０を操作す
ることによって、アイコン作成部１２７は、ドライブアイコン表示装置１１０１に接続さ
れるドライブ１２００の新専用アイコンを作成する。
【００６３】
　ステップＳ３２０において、ドライブアイコン表示装置１１０１の送受信部１２２は、
ステップＳ３１０において作成された新専用アイコンをドライブ１２００に送信する。
【００６４】
　ステップＳ３３０において、ドライブ１２００の送受信部２２１は、ステップＳ３２０
においてドライブアイコン表示装置１１０１から送信された新専用アイコンを受信する。
【００６５】
　ステップＳ３４０において、ドライブ１２００は、ステップＳ３３０において受信した
新専用アイコンをメモリ２３０に格納する。
【００６６】
　このように、ドライブアイコン表示装置１１０１のアイコン作成部１２７が作成したド
ライブ１２００の新専用アイコンを、ドライブ１２００のメモリ２３０に格納する。次回
、ドライブアイコン表示装置１１０１にドライブ１２００が接続された場合、ドライブア
イコン表示装置１１０１は、本発明の第１の実施形態で説明したドライブアイコン表示方
法１００を実行する。ここで、ドライブアイコン表示装置１１０１は、ドライブ１２００
に予め格納されている新専用アイコンを取得して（図２のステップＳ１５０、Ｓ１６０）
、当該新専用アイコンを画面に表示することができる（図２のステップＳ１７０）。
【００６７】
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　なお、本実施形態では、ドライブアイコン表示装置１１０１がドライブ１２００から取
得した専用アイコンをユーザに確認させていたが、ドライブアイコン表示装置１１０１の
メモリ１３０から取得した規定アイコンを確認させても構わない。ドライブ１２００が専
用アイコンを格納していない場合は、ドライブアイコン表示装置１１０１のメモリ１３０
から規定アイコンを取得することになるが（図２のステップＳ１８０）、当該規定アイコ
ンを採用してそのまま画面に表示するか、当該規定アイコンとは別の新専用アイコンを作
成して画面に表示するかを、ユーザに確認しても構わない。これにより、当該規定アイコ
ンを採用しない場合、当該規定アイコンに代えて、作成した新専用アイコンを画面に表示
することができる。
【００６８】
　さらに、ドライブのメモリに予め専用アイコンが格納されていなくても、上述した手順
に対応したドライブであれば、ユーザによって作成された新専用アイコンを、新たにドラ
イブのメモリに格納することもできる。これにより、次回、ドライブアイコン表示装置１
１０１にドライブ１２００が接続された場合、ドライブアイコン表示装置１１０１は、本
発明の第１の実施形態で説明したドライブアイコン表示方法１００を実行して、ドライブ
１２００の専用アイコンとして当該新専用アイコンを取得し、画面に表示することができ
る。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、ドライブアイコン表示装置のアプリケーション、ＨＤＤ、記録型ＤＶＤ／Ｂ
Ｄドライブ、ＵＳＢメモリ、ＤＶＤ／ＢＤレコーダ、デジタルビデオカメラ、およびデジ
タルスチルカメラなどで有用である。
【符号の説明】
【００７０】
１０００、２０００　　ドライブアイコン表示システム
１１００、１１０１　　ドライブアイコン表示装置
１２００　　ドライブ
１００、２００、３００　　ドライブアイコン表示方法
１１０　　操作部
１２０　　制御部
１２１　　ドライブ接続検知部
１２２、２２１　　送受信部
１２３　　ドライブ識別情報取得部
１２４　　ドライブ識別情報判定部
１２５　　アイコン取得部
１２６　　アイコン確認部
１２７　　アイコン作成部
１３０、２３０　　メモリ
１４０　　表示部
２２２　　ドライブ識別情報抽出部
２２３　　専用アイコン抽出部
Ｓ１１０～Ｓ１８０　　ドライブアイコン表示方法１００の各ステップ
Ｓ１２１、Ｓ１２２　　ドライブ識別情報要求／応答
Ｓ１５１、Ｓ１５２　　専用アイコン要求／応答
Ｓ２１０～Ｓ２５０　　ドライブアイコン表示方法２００の各ステップ
Ｓ３１０～Ｓ３４０　　ドライブアイコン表示方法３００の各ステップ
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